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Ⅰ　はじめに
　インドネシア共和国（以下「インドネシア」とい
う）は、東南アジア南部にあり、ジャワ島、スマト
ラ島、カリマンタン（ボルネオ）島、スラウェシ島等、
大小17,000の島からなる世界最大の島嶼国家である。
国土の面積は、日本の約5.5倍である。人口は約２億
6,400万人であり（世界第４位）、比較的若い生産年
齢人口が多いといわれている。気候は、高温多湿の

熱帯性気候に属する。首都はジャカルタ、公用語は
インドネシア語、通貨はインドネシアルピアである。
国民の約９割はイスラム教を信仰している。
　1602年にオランダが東インド会社を設立して以降、
短期間の英国による統治をはさんで、1942年に日本
が占領するまで、オランダによる植民地支配が長期
間続いた。
　インドネシアには、原油、天然ガス、スズ等の鉱
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物資源が豊富にあり、近年、比較的高い経済成長率
を維持している。
　とくに1990年代以降、製造業を中心とする多くの
日本企業が、インドネシア企業との貿易を行い、ま
たインドネシアに対する投資を行ってきたことから、
インドネシアは、日本企業にとって経済的な結び付
きが強い国となった。豊富な資源と労働力及び潜在
的な巨大市場を有するインドネシアは、急速な発展
を続ける東南アジアの中心に位置する国として、今
後も、日本企業にとって最重要投資先の一つであり
続けるであろう。
　このようなインドネシアの重要性に鑑みると、イ
ンドネシアの知的財産法の制度、実務運用及び改正
動向等について知ることは、非常に重要であるとい
える。
　そこで、今回は、インドネシアの知的財産法の概
要を紹介することとしたい。

Ⅱ　知的財産法全般
１　概要

インドネシアの法制度は、日本等と同じく、い
わゆる「大陸法系」に属し、成文法を法体系の中
心に置いている。

インドネシアの法制度は、歴史的にはオランダ
の法制度の影響を強く受けてきた（とくに、民法、
商法、民事手続法の分野）が、近時は米国等の法
制度の影響も受けるようになっている。また、伝
統的な慣習法やイスラム法の影響も色濃く残って
いる。

インドネシアの知的財産法制度は、主に、特許
法、意匠法、商標・地理的表示法（以下「商標法」
という）、著作権法、営業秘密法、半導体集積回路
法、植物新品種保護法等により構成されている２。

1995年にWTOの原加盟国となったインドネシ
アは、TRIPS協定に加盟しているほか、知的財産
権に関する多くの国際条約にも加盟している。例
えば、パリ条約、WIPO設立条約、特許協力条約

（PCT）、商標法条約、標章の国際登録に関するマ
ドリッド協定議定書（以下「マドリッド・プロト
コル」という）、文学的及び美術的著作物の保護
に関するベルヌ条約、実演家等保護条約、レコー
ド保護条約、植物新品種の保護に関する国際条約

（UPOV条約）等である。従来、インドネシアは、
マドリッド・プロトコルには加盟していなかっ

たが、2017年10月２日、遂にマドリッド・プロト
コルへの加盟を果たし、2018年１月２日よりマド
リッド・プロトコル国際登録出願の指定国とする
ことが可能となった。

知的財産権に関連するインドネシアの政府機
関のうち最も主要なものであるインドネシア法
務人権省の知的財産権総局（Directorate General 
of Intellectual Property （DGIP））３は、主に特許、
意匠及び商標の出願の受理・審査・登録等の業
務を行っている。DGIP内部には、特許・意匠局、
商標・地理的表示局、著作権・工業意匠局、知的
財産情報技術局、知的財産協力推進局、及び捜
査・紛争解決局がある。

Ⅲ　特許
１　概要

特許については、2016年８月26日に施行された
「特許法」に規定されている。特許法の保護対象
には、通常の特許のほかに、小特許の制度もある。
特許法における通常の特許と小特許についての多
くの規定は共通しているため、本稿では、まず通
常の特許について概要を説明し、その後、小特許
の特徴を紹介することとしたい４。

２　発明
特許法によると、「発明」とは、特定の課題を解

決するための物の発明、方法の発明、物・方法の
改良・開発に関する発明をいう。2016年改正特許
法により、技術的効果を有し、有形・無形の問題
を解決するコンピュータ・プログラムは、特許の
対象に含まれるようになった。

発明に特許権が付与されるためには、①新規性、
②進歩性、③産業上利用可能性が必要である。

３　特許を受ける権利の帰属
特許を受ける権利は、原則として、発明者に原

始的に帰属する。職務発明の場合、及び発明者が
使用者の資料・設備を利用した場合は、契約に別
段の定めのない限り、特許を受ける権利は、使用
者に帰属する。但し、発明者は、①当該発明から
得ることができる経済的利益を考慮した相当の対
価を受領する権利、及び②特許証に氏名を表示さ
れる権利を有する。


